
仕様書 

① 案件名称 子育て情報提供用「なでこちゃん」シールデータ作成及び印刷 

② 納入期限 令和８年８月 13 日（木） 

③ 数量 1,000 シート 

④ データ作成 
当区が提供する「浪速区広報・啓発キャラクター なでこちゃん」のイラストの

画像データを基にシール印刷の版下データを作成すること 

⑤ 規格 

シールの紙質 透明 PET 50μ 

台紙（剥離紙）の
寸法 

A6 （105mm x 148mm）以内 

印刷方法 オフセット印刷 

印刷内容 4 色フルカラーと白色 

シールの形状 

（別紙図案参照） 

 直径 3.5mm の円形シールを台紙（剥離紙）に６個配置し、

各々のシールを円形に剥ぐことができるよう、ハーフカッ

ト仕様とする 

 直径 3.5mm の円形シール６個には、当区がデータを提供

するマスコットキャラクターの６種のイラスト画像をプ

リントすること 

 円形シール以外のシール部分に、次の文言・画像を挿入し、

そのレイアウトやデザインをし、その他の部分について

は、別紙シール図案を参考にイラストを挿入し、デザイン

すること 

 挿入する文字・画像「浪速区役所 子育て支援室 06-

6647-9895」・QR コード（子育て支援室）・「あなたが安心

して子育てができるよう全力で応援します。」「浪速区広

報・啓発キャラクター なでこちゃん」 

⑥ 原稿 

入稿日 契約締結後、速やかに出稿する 

種類 
「浪速区広報・啓発キャラクター なでこちゃん」のイラス

トの画像データ及びシール図案を PDF・JPEG のいずれかの

形式データを電子メールに添付し、事業担当より提供 



⑦ 校正 
回数 

 色校正２回 

 校正ごとに、カラーカンプデータをカラープリンター出力

に対応した PDF データにして事業担当へ提出することと

し、最終校正を反映したデータ（２MB 以内）を納品する

こと 

提出先等 事業担当 

⑧ 納品場所 
浪速区保健福祉センター 

大阪市浪速区敷津東１-４-20 3 階 32 番窓口 

⑨ 納品単位 一括 

⑩ 仕様書の質

問について 

 見積にあたっては、本仕様書を十分検討し、疑義ある場合は見積書提出前に質

問し、その内容を熟知の上見積るものとする 

 契約後における仕様書の疑義は、本市の解釈によるものとする 

⑪ 契約 
契約金額は植字・版下作成など印刷に関する一切の経費、AI ファイル・PDF ファ

イル等データ化に関する経費と納品に関する経費等、一切を含めること 

⑫ 備考 

 契約書や仕様書に定めのない事項については、その都度双方協議のうえ定める

こと 

 「大阪市グリーン調達方針」（httpｓ://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/page/0000224120.html）

別表の（21-2）印刷の【判断基準】を満たすものとし、【配慮事項】について十

分配慮されていること。ただし、【判断基準】＜共通事項＞（１）の紙に関する

部分は適用しないものとする 

 契約締結後、速やかに「資材確認票」を事業担当へ提出し、承認を受けること 

 納品時に別紙「オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェ

ックリスト」、「資材確認票（変更なければ省略可）」をサンプル紙、出荷確認表

とともに事業担当へ提出すること 

 成果物に係る使用権及び著作権（著作権法（昭和 45 年法律第 48 号）第 21 条

から第 28 条までに規定する権利をいう）は、当区に帰属するものとする 

 納品の際は、納品物品の名称及び数量等が確認できる「納品書」を提出するこ

と 

 最終原稿データについては、最新の状態に更新されたウィルスチェックソフト

によるコンピュータウィルスチェックを行ったうえで、ＰＤＦデータ及び版下

AI ファイルを、メール等にて事業担当へ提出すること 



事業担当 

大阪市浪速区敷津東１―４－20 

浪速区保健福祉センター 保健福祉課（子育て支援担当）担当:猪谷・河崎 

電話：06-6647-9895 

Fax：06-6644-1937   

e-mail：tj0009@city.osaka.lg.jp 

  

  



【別紙】シール図案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 円形の周囲の点線は、切り抜き部分を示すもので印刷は不要 
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生成 AI利用に関する特記仕様書 

 

受注者又は指定管理者（再委託及び再々委託等の相手方並びに下請負人を含む）が生成 AI を利用す

る場合は、事前に発注者あて所定様式により確認依頼をし、確認を受けるとともに、「大阪市生成 AI利

用ガイドライン（別冊 業務受託事業者等向け生成 AI 利用ガイドライン第 1.1 版）」に定められた以下

の利用規定を遵守すること。 

  

生成 AIの利用規定 

 

• 生成 AI を利用する場合は、利用業務の内容、利用者の範囲、情報セキュリティ体制等及び利用規

定の遵守・誓約内容を事前に所定様式※により発注者宛に確認依頼をし、確認を受けること。 
※ 所定様式は大阪市ホームページからダウンロードできます 

  https://www.city.osaka.lg.jp/ictsenryakushitsu/page/0000623850.html 

• 前記確認内容に変更等が生じた際には変更の確認依頼をし、確認を受けること。 

• 生成 AI は、受注者又は指定管理者の業務支援目的に限定し、市民や事業者向けの直接的なサービ

スには利用しないこと。 

• 画像及び動画の生成 AI サービスを利用する場合は、利用者が生成物を利用する際に他者の著作権

を侵害しないよう選別したコンテンツで AI モデルの学習をしているサービスを利用することを原

則とする。ただし、当該要件に該当しないサービス又は該当するか不明のサービスを利用する場合

は、生成内容が既存著作物との類似性や無許諾での依拠がないことを確認し、かつ、成果物として

利用する際は発注者の同意を得ること。 

• インターネット上の公開された環境で不特定多数の利用者に提供される定型約款・規約への同意の

みで利用可能な生成 AIの利用を禁止する。 

• 生成 AI 機能が付加された検索エンジンやサイトは、一般的にインターネットで公開されている最

新の情報を検索する目的でのみの利用とし、生成 AIによる回答を得る目的での利用を禁止する。 

• 生成 AIを利用する場合は、入力情報を学習しない設定（オプトアウト）をして利用すること。 

• 契約又は協定の履行に関して知り得た秘密及び個人情報の入力を禁止する。 

• 著作権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利を侵害する内容の生成につながる入

力及びそのおそれがある入力を禁止する。 

• 生成・出力内容は、誤り、偏りや差別的表現等がないか、正確性や根拠・事実関係を必ず自ら確認

すること。 

• 生成・出力内容は、著作権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の侵害がないか必

ず自ら確認すること。 

• 生成・出力された文章は、あくまで検討素材であり、その利用においては、受注者又は指定管理者

が責任をもって判断するものであることを踏まえ、加筆・修正のうえで使用すること。 

• 生成・出力内容は、上記に定める正確性の確認等を経たうえで、加筆・修正を加えずに利用（公表

等）する場合は、生成 AIを利用して作成した旨を明らかにして意思決定のうえで利用すること。 

• 情報セキュリティ管理体制により、利用者の範囲及び利用ログの管理などにより情報セキュリティ

の確保を徹底して適切に運用すること。 


